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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月16日(2011.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機構成部材である第１部材と第２部材とがネジ部材により締結されてなる遊技機で
あって、
　前記ネジ部材は、
　前記第１部材又は第２部材の少なくとも一方に対してネジ結合されるネジ溝を含む軸部
と、
　その軸部を回転操作する工具が係合される工具係合部を含む頭部と、
　これら軸部及び頭部を連結するとともに、その工具係合部に所定トルク以上の回転力が
加えられることにより前記軸部から前記頭部を分離させる分離部と、
を備えており、
　前記分離部によって前記軸部から前記頭部が分離された場合に、前記軸部側の軸線中心
が通過する部分を前記分離部よりも反軸部側から隠すように当該頭部を保持する保持部が
設けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ネジ部材は、前記軸部の軸線方向と略直交する方向へ拡張された拡張部を更に備え
、
　前記拡張部は、前記分離部よりも前記軸部側でありかつ前記分離部と前記軸部との間に
設けられており、
　前記保持部は、前記軸線方向に離間した位置に第１規制部及び第２規制部を一体に有し
た状態で前記ネジ部材に設けられており、
　前記頭部及び前記拡張部は、前記第１規制部と前記第２規制部とによって挟まれた領域
に配置されており、
　さらに、前記保持部には、前記頭部を前記軸線方向と略直交する方向から覆うように配
置された第３規制部が設けられており、
　前記第１規制部によって前記頭部が反軸部側へ移動することが規制されるとともに、前
記第２規制部によって前記拡張部が反頭部側へ移動することが規制されており、さらに、
前記第３規制部によって前記頭部が前記軸線方向と略直交する方向に移動することが規制
されていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
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【請求項３】
　前記第３規制部は、前記頭部及び拡張部の前記軸線方向に沿った外周側を覆う筒部であ
り、
　前記筒部の軸線方向両端に前記第１規制部及び第２規制部が設けられていることを特徴
とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１規制部は、前記工具係合部に工具が通される通し孔を有しており、
　前記軸線方向と略直交する方向における前記第３規制部の内周側と前記頭部の外周側と
によって形成される隙間が、当該隙間内にて分離された前記頭部がいずれの方向に移動し
たとしても、前記軸部側の軸線中心が通過する部分を前記通し孔から隠すように設けられ
ていることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記第１規制部は、前記工具係合部に工具が通される通し孔を有しており、
　分離された前記頭部は、前記通し孔にその少なくとも常に一部が入り込んでいるもので
あり、
　前記軸線方向と略直交する方向における前記通し孔の内周側と前記頭部の外周側とによ
って形成される隙間が、当該隙間内にて分離された前記頭部がいずれの方向に移動したと
しても、前記軸部側の軸線中心が通過する部分を前記分離部の反軸部側から隠すように設
けられていることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記第１規制部は、前記通し孔より反軸部側に前記頭部が突出することを規制すること
を特徴とする請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記第１規制部は、前記通し孔の周縁部を規定するものであり、
　前記頭部は、前記通し孔よりもその外周側の方向に拡張された頭部側拡張部を備えると
ともに、前記頭部側拡張部が前記第１規制部よりも前記軸部側に配置されており、前記周
縁部と前記頭部側拡張部とが接した状態にて、前記通し孔よりも反軸部側に移動しないよ
うに設けられていることを特徴とする請求項６に記載の遊技機。
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